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住宅地隣接でオンサイト浄化を採択
土
壌
ガ
ス
吸
引
、
バ
イ
オ
レ
メ
採
用

土
壌
対
策
基
金
第
１
号
の
さ
い
た
ま
市
指
定
区
域

土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
土
壌
汚
染
対
策
基
金
の
適
用
第
一
号
と
な
っ
た
さ
い
た

ま
市
の
指
定
区
域
で
は
い
よ
い
よ
浄
化
作
業
が
始
ま
っ
た
。
住
宅
地
が
隣
接
し
、
大
型

重
機
が
持
ち
込
め
な
い
状
況
の
中
、
同
地
で
は
土
壌
ガ
ス
吸
引
法
と
バ
イ
オ
レ
メ
デ
ィ

エ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
オ
ン
サ
イ
ト
浄
化
が
採
用
さ
れ
、
指
定
解
除
に
向
け
た
取
り
組
み

が
本
格
化
す
る
。
基
金
第
一
号
と
な
っ
た
事
例
に
つ
い
て
取
材
し
た
。

（
名
古
屋
悟
）

貸
し
て
い
た

土
地
の
汚
染

同
地
は
土
地
所
有
者
が
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
業
者
に
貸
し
て

い
た
土
地
で
、
業
者
が
経
営

悪
化
を
理
由
に
廃
業
し
た

後
、
残
さ
れ
た
建
物
部
分
が

競
売
に
か
け
ら
れ
た
こ
と
か

ら
土
地
所
有
者
が
建
物
に
つ

い
て
も
所
有
権
を
確
保
し

た
。し

ば
ら
く
の
間
、
建
物
は

現
状
維
持
の
ま
ま
と
な
っ
て

い
た
が
、
近
隣
等
か
ら
の
要

望
も
あ
り
、
建
物
を
解
体
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
際

に
土
壌
汚
染
対
策
法
の
第
三

条
に
基
づ
く
調
査
義
務
が
発

生
す
る
こ
と
と
な
り
、
土
地

所
有
者
が
状
況
調
査
を
実
施

し
た
と
こ
ろ
、
指
定
基
準
を

の
求
償
が
難
し
く
汚
染
原
因

者
で
は
な
い
土
地
所
有
者
が

土
壌
汚
染
対
策
を
実
施
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。

現
場
は
、
同
市
西
区
内
の

九
四
四
平
方
ｍ
の
敷
地
で
、

周
辺
道
路
の
幅
員
は
狭
く
、

更
に
住
宅
が
隣
接
し
て
い

る
。
こ
の
た
め
、
大
型
重
機

を
使
っ
た
掘
削
除
去
、
搬
出

処
理
が
困
難
な
こ
と
か
ら
原

位
置
で
の
汚
染
土
壌
の
土
壌

ガ
ス
吸
引
が
選
定
さ
れ
、
ま

た
汚
染
が
地
下
水
に
も
到
達

し
て
い
た
た
め
、
汚
染
地
下

水
の
浄
化
に
バ
イ
オ
レ
メ
デ

ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
採
用
さ
れ

た
。
な
お
、
汚
染
が
深
度
一

〇
ｍ
と
比
較
的
深
い
部
分
に

ま
で
到
達
し
て
い
る
こ
と
も

掘
削
除
去
が
で
き
な
い
要
因

の
一
つ
と
な
っ
た
よ
う
だ
。

こ
の
現
場
で
は
、詳
細
調
査
、

る
。
倒
産
し
て
閉
鎖
し
た
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
工
場
は
、
三
〇

年
ほ
ど
同
地
に
て
操
業
し
て

お
り
、
そ
の
操
業
中
の
ク
リ

ー
ニ
ン
グ
溶
剤
が
原
因
で
土

壌
汚
染
が
発
生
し
た
も
の
と

見
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
汚
染

原
因
者
が
既
に
倒
産
し
て
存

在
し
て
お
ら
ず
、
仮
に
当
時

の
経
営
者
が
存
命
で
も
法
人

登
記
が
既
に
抹
消
さ
れ
て
い

る
場
合
、
汚
染
原
因
者
と
し

て
対
策
費
用
を
求
償
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
ク
リ
ー
ニ

ン
グ
業
者
は
〇
三
年
十
二
月

に
倒
産
し
、
法
人
登
記
が
抹

消
さ
れ
て
い
る
た
め
汚
染
原

因
者
に
対
し
て
、
対
策
費
用

除
去
工
事
な
ど
の
対
策
費
用

は
総
額
一
億
円
で
あ
る
。

土
対
法
に
基
づ
く
「
措
置

命
令
」
が
出
さ
れ
て
い
る
こ

と
や
、
汚
染
原
因
者
が
既
に

存
在
し
て
い
な
い
こ
と
な
ど

土
対
法
に
基
づ
く
土
壌
汚
染

対
策
基
金
を
活
用
で
き
る
条

件
が
揃
っ
て
い
た
こ
と
か

ら
、
そ
の
活
用
も
視
野
に
入

れ
、
指
定
解
除
に
向
け
た
取

り
組
み
に
つ
い
て
土
地
所
有

者
、
土
壌
汚
染
調
査
・
対
策

事
業
者
の
興
亜
開
発
、
同
市

が
協
議
し
た
。

基
金
の
活
用
に
当
た
っ
て

は
、
国
と
関
係
業
界
に
よ
る

出
え
ん
金
の
基
金
の
ほ
か
、

同
市
の
助
成
も
必
要
と
な

る
。こ

の
制
度
の
運
用
で
は
、

対
策
費
用
の
二
分
の
一
を
土

対
法
に
基
づ
き
土
壌
汚
染
対

策
基
金
を
管
理
す
る
指
定
支

援
法
人
の
日
本
環
境
協
会
が

助
成
し
、
残
り
の
二
分
の
一

を
都
道
府
県
あ
る
い
は
政
令

市
と
土
地
所
有
者
が
負
担
す

る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
基
金
が

五
〇
〇
〇
万
円
を
負
担
し
、

同
市
と
土
地
所
有
者
が
そ
れ

ぞ
れ
二
五
〇
〇
万
円
負
担
す

る
こ
と
と
な
る
。

同
市
で
は
市
の
負
担
す
る

助
成
金
に
つ
い
て
昨
年
九
月

の
市
議
会
に
お
い
て
補
正
予

算
と
し
て
認
め
ら
れ
た
。
同
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政府からの補助政府からの補助 政府からの補助 
指定支援法人指定支援法人 指定支援法人 

基　　金基　　金 基　　金 

都道府県等都道府県等 都道府県等 

土地所有者等土地所有者等 土地所有者等 

政府以外からの出えん政府以外からの出えん 政府以外からの出えん 

助
　
成 

（注）数字は、対象事業者を1とした場合のそれぞれの負担割合 
　　（都道府県等の土地所有者への助成金が　とした場合） 

　　　　　　　　　　　　　　　   （日本環境協会ホームページより） 
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（環境省資料より） 

                   

○ 仕組み 

調 査 

土地所有 者等（所 有者、 管 理者または 占有者）  

＜土壌の 汚染状 態が 基準に適合し ない 場 合 ＞ 

指定調査 機関が 調査 

指定指定 区域区域 の指の指 定 

指定指定 区域区域 の 管 理 

＜土壌汚 染により健 康被害が 生ずる 恐れがあると認める時＞ 

汚 染 の 除 去 が 行 わ れ た 場合に場合に は、は、 指定指定 区域区域 の指の指 定を定を 解除解除  

調査・報告 

都道府県 が指定 ・公 示するとともに、指 定 区 域 
台帳に記載し て公 衆 に 閲覧 

【土地の 形質の 変更 の制限】 
・指定区 域におい て土 地の形質 変更 をしよ う とする者は、 都道府 県 に 届出 
・適切 でな い場合 は 、 都道府県 が計画 の変 更を命 令  

・有害物 質使用 特定 施設の使 用の廃 止時  
・土壌汚 染により健 康 被害が生 ずる 恐れ が あると都道  
 府県等が 認める時 

【汚染の 除去等 の措 置】 
都道府県 が汚染 原因者（ 汚染原因 者が不 明等の 場 合は土地 所有者 ※ ）に 対し 、汚染の  
除去等の 措置の 実施 を命 令  

※汚染原 因者が 不明等 の 場合、汚染 の除去 等の措 置を実 施 する土地の 所有 者に対し、   
その 費用 を助成するた めの基金 を設置  

（環境省資料より） 

基
金
第
一
号
と
な
っ
た
さ
い
た
ま
市
内
の
敷
地

市
で
は
十
月
に
助
成
制
度
に

関
す
る
要
綱
を
策
定
。
土
地

所
有
者
は
そ
の
要
綱
に
基
づ

き
同
市
に
助
成
金
交
付
申
請

し
た
。
そ
の
後
、
市
は
日
本

環
境
協
会
に
土
壌
環
境
保
全

対
策
推
進
助
成
金
交
付
申
請

し
、
十
二
月
七
日
に
交
付
が

決
定
し
た
。

現
場
で
は
ま
ず
汚
染
土
壌

の
ガ
ス
吸
引
工
事
か
ら
始
ま

り
、
そ
の
後
バ
イ
オ
レ
メ
デ

ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
浄
化
が
始
ま

る
予
定
だ
。同
市
に
よ
る
と
、

年
内
に
も
浄
化
工
事
を
終
わ

ら
せ
る
予
定
で
あ
る
。

今
回
の
ケ
ー
ス
は
基
金
の

運
用
第
一
号
の
案
件
と
し
て

注
目
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
指

定
解
除
に
向
け
て
オ
ン
サ
イ

ト
浄
化
工
法
が
選
択
さ
れ
た

点
で
も
注
目
を
集
め
て
い

る
。オ

ン
サ
イ
ト
浄
化
は
汚
染

土
壌
の
移
動
が
な
い
こ
と

や
、
掘
削
除
去
に
比
べ
、
低

コ
ス
ト
で
あ
る
点
な
ど
で
注

目
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に

採
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス
は
ま
だ

少
な
い
の
が
実
情
だ
。
と
り

わ
け
バ
イ
オ
レ
メ
デ
ィ
エ
ー

シ
ョ
ン
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
負

荷
も
少
な
く
、
地
中
の
微
生

物
を
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
で

積
極
的
に
汚
染
物
質
を
分
解

す
る
こ
と
か
ら
脚
光
を
集
め

て
い
る
が
、
浄
化
期
間
が
比

較
的
長
く
な
り
や
す
い
点
や

土
壌
の
状
態
に
よ
っ
て
浄
化

の
精
度
管
理
が
難
し
い
こ
と

な
ど
か
ら
な
か
な
か
採
用
さ

れ
な
い
の
が
実
情
だ
。

環
境
省
が
昨
年
十
月
に
ま

と
め
た
「
〇
七
年
度
土
壌
汚

染
対
策
法
の
施
行
状
況
及
び

土
壌
汚
染
調
査
・
対
策
事
例

等
に
関
す
る
調
査
結
果
」
に

よ
る
と
、
土
対
法
が
施
行
さ

れ
た
〇
三
年
二
月
か
ら
〇
五

年
度
末
ま
で
の
間
に
、
環
境

基
準
等
を
超
過
し
た
事
例
二

一
三
七
件
（
土
対
法
対
象
だ

け
で
な
く
条
例
・
要
綱
や
自

主
的
な
取
り
組
み
も
含
め
都

道
府
県
が
把
握
し
て
い
る
も

の
が
対
象
）
の
う
ち
、
Ｖ
Ｏ

Ｃ
類
の
み
の
超
過
事
例
は
五

二
二
件
と
な
っ
て
い
る
。
対

策
の
内
訳
を
見
る
と
、
掘
削

除
去
が
二
五
七
件
と
汚
染
除

去
工
法
の
中
で
は
最
も
多

い
。
原
位
置
浄
化
は
各
工
法

総
計
で
は
四
七
一
件
と
掘
削

除
去
よ
り
も
多
い
が
、
個
別

で
は
地
下
水
揚
水
処
理
が
二

一
七
件
、
土
壌
ガ
ス
吸
引
が

一
七
四
件
、
バ
イ
オ
レ
メ
デ

ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
二
九
件
と

な
っ
て
お
り
、
バ
イ
オ
レ
メ

デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
採
用
が

ま
だ
少
な
い
現
状
が
分
か
る

（
表
）。

こ
う
し
た
中
、
今
回
は
汚

染
地
下
水
の
浄
化
で
は
バ
イ

オ
レ
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
が

採
択
さ
れ
た
。
バ
イ
オ
栄
養

剤
「
Ｅ
Ｄ
Ｃ
」（
エ
コ
サ
イ

ク
ル
社
製
）が
使
用
さ
れ
る
。

対
策
を
実
施
す
る
興
亜
開
発

（
東
京
都
墨
田
区
）
の
土

壌
・
地
下
水
浄
化
工
事
は
、

こ
の
「
Ｅ
Ｄ
Ｃ
」
を
使
っ
た

バ
イ
オ
レ
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ

ン
に
よ
る
Ｖ
Ｏ
Ｃ
の
浄
化
が

最
大
の
特
徴
。
同
社
の
浄
化

工
事
の
約
七
〇
％
が
「
Ｅ
Ｄ

Ｃ
」を
使
っ
た
工
事
に
な
る
。

昨
年
一
〇
件
ほ
ど
行
っ
た
浄

化
工
事
の
う
ち
、
七
件
で
Ｅ

Ｄ
Ｃ
を
採
用
す
る
な
ど
実
績

は
豊
富
だ
。

指
定
解
除
に
向
け
て
は
、

指
定
基
準
を
満
た
す
の
に
工

期
も
短
い
掘
削
除
去
・
搬
出

処
理
、
清
浄
土
の
埋
め
戻
し

が
一
般
的
に
も
な
っ
て
い
る

が
、
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
バ
イ

オ
レ
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
も

活
用
し
た
オ
ン
サ
イ
ト
浄
化

が
選
ば
れ
て
お
り
、
指
定
解

除
に
向
け
た
施
工
が
順
調
に

進
む
か
注
目
さ
れ
て
い
る
。

上
回
る
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ

レ
ン
な
ど
の
揮
発
性
有
機
化

合
物
（
Ｖ
Ｏ
Ｃ
）
が
検
出
さ

れ
、
二
〇
〇
七
年
二
月
に
指

定
区
域
と
し
て
指
定
区
域
台

帳
に
記
載
さ
れ
た
。そ
の
後
、

同
年
八
月
に
土
対
法
七
条
に

基
づ
き
、
さ
い
た
ま
市
長
名

で
土
地
所
有
者
に
対
し
て
土

壌
汚
染
の
除
去
の
措
置
命
令

が
出
さ
れ
て
い
る
。

土
壌
中
の
Ｖ
Ｏ
Ｃ
類
は
、

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

（
指
定
基
準
〇
・
〇
一
ｍ

ｇ
／
ｌ
以
下
）
が
最
大
で
一

一
ｍ
ｇ
／
ｌ
、
ト
リ
ク
ロ
ロ

エ
チ
レ
ン
（
同
〇
・
〇
三
ｍ

ｇ
／
ｌ
以
下
）
が
同
〇
・
〇

五
九
ｍ
ｇ
／
ｌ
、シ
ス
―
１，

２
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

（
同
〇
・
〇
四
ｍ
ｇ
／
ｌ
以

下
）
が
同
〇
・
四
九
ｍ
ｇ
／

ｌ
そ
れ
ぞ
れ
検
出
さ
れ
て
い

バ
イ
オ
浄
化

法
人
登
記
抹
消
で

費
用
求
償
で
き
ず

市
の
助
成
金

は
補
正
予
算

指
定
解
除
へ
取
り
組
み


